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日本語教育機関の告示基準

日本語教育機関の告示基準に適合しているか

教育目標と育成する人材像

教員

① 校長、主任教員、専任教員及び非常勤職員は適切に配置されているか。 1 2 3 4

② 3の①はその資格を満たしているか。 1 2 3 4

③ 新規採用の教師にたいしての研修や、教員間の評価活動が行われているか。 1 2 3 4 　

教育活動

① コース設定、カリキュラムの編成が適切に行われているか。 1 2 3 4

② 適切な教員配置を行っているか。 1 2 3 4

③ 日本文化の理解を深め、日本人と交流を図る活動を行っているか。 1 2 3 4

④ 実施した授業について、記録・保管を行っているか。 1 2 3 4

⑤ 充実した授業を行うための設備が整っているか。 1 2 3 4 　

① 教育内容や募集に関する最新の学校情報の提供に努めているか。 1 2 3 4

② 5の①に関して入学希望者の理解できる言語で情報を公開するよう努めているか。 1 2 3 4

③ 仲介業者の募集活動が適切に行われているか、状況把握に努めているか。 1 2 3 4

納付金

② 学費返還規定を定めているか。 1 2 3 4
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点検評価項目

2

評価

外国人に対する日本語教育を行い、国際交流を図り、もって国際理解の発展に寄与することを教

育目標とする。

1 2 3 4
そのため、専門知識を学ぶための日本語力を身につけ、日本文化や社会に理解を持ち、円滑なコ

ミュニケーションをとることができ、広い視野で捉える思考力を持った有為な人材を育成するこ

とに努める。

3

4

⑥ 学生の理解度、到達度の評価測定を行い、その結果を学生にフィードバックしているか。 1 3 4

5

入学者の募集

6

①
入学検定料、入学金、授業料その他の金額、納付時期、納付方法などを募集要項に明記して

あるか。
1 2 3

2

4

③
6の①②について、入学志願者やその経費支弁者が理解できる言語で情報を公開している

か。
1 2 3 4



学生支援

① 日本での生活に適応できるようにオリエンテーションが適切に行われているか。 1 2 3 4

② 学生の疾病や傷害時に関して適切な対応ができるように準備ができているか。 1 2 3 4

③ 留学生が守るべき入管法上の留意点を伝え、定期的に指導を行っているか。 1 2 3 4

④ 進路指導活動を適切に行っているか。 1 2 3 4

法令順守

① 入国管理局、及び関係官庁などへの届け出を遅延なく行っているか。 1 2 3 4

② 個人情報保護の方針を定め、それを公開しているか。 1 2 3 4

③ 教職員は法令を遵守し、社会的規範を守って行動しているか。 1 2 3 4

① 学生が全員国民健康保険に加入するように指導を行い、目的を達成しているか。 1 2 3 4

② 災害時の危機管理マニュアルを定めているか。 1 2 3 4

③ 災害時の避難方法を定め、学生に周知し、その訓練を行っているか。 1 2 3 4

1 : 「達成されている」あるいは「適切である」

2 : 「一部達成されていない」あるいは「ほぼ適切である」

3 : 「一部達成されている」あるいは「あまり適切でない」

4 : 「達成されいない」あるいは「不適切である」

4

8

9

安全危機管理

7

⑤
不法残留者、資格外活動違反者、犯罪関与者を発生させないように、継続的に指導を行って

いるか。
1 2 3


